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「限度額適用認定証」を利用
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この欄でしよ県医E市会カミ医
至与、f古白ンを・、ど'う,、;ぞ にお答えします。質問希

内容を分かりやすくまとめ、〒852-8601、長崎市
新聞ネ士生活文イヒ音B「医療制度Q&A」イ系までお'
をお聞きする場合がありますのでイ主戸斤、氏名、
明言己してください。なお、直キ妾本人への回答はいたし

長崎県医師会報第828号平成27年1月

毛ソ§,

,

の質問、制度全般
りたいの方は矢口
、長'町3の1
日月な、、ごさい。不

生別、電言舌番号を
ません。
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